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併合  
平成２９年労第４１３号 

平成２９年労第４１４号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付け及び同年○月○日付け

で請求人に対してした労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療

養補償給付を支給しない旨の処分をいずれも取り消すとの裁決を求めることにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成○年○月○日、Ａ所在のＢ病院に採用され、非常勤看護師とし

て就労していた。 

２ 請求人は、平成○年○月○日、勤務先の病院において、同僚の看護助手と二人

で重度の患者を移動させようとしたところ、同看護助手とのタイミングが合わず、

請求人の身体が極端な前屈位となり、首を負傷し（以下「本件災害」という。）、

同月○日、「頚椎捻挫」と診断され、療養を継続した結果、平成○年○月○日に

治癒（症状固定）した。 

請求人が治癒後障害が残存するとして障害補償給付を請求したところ、監督署

長は、請求人に残存する障害は労働者災害補償保険法施行規則別表第１に定める

障害等級第１４級に該当するものと認め、同等級に応ずる障害補償給付を支給す

る旨の処分をした。請求人は、審査請求を経て再審査請求を行ったが、当審査会

は、平成○年○月○日付けで、再審査請求を棄却している。 

３ 一方、請求人は、治癒後、「変形性頚椎症」の傷病名で療養したことにつき、

頚椎捻挫が再発したものであるとして、療養補償給付を請求したところ、監督署

長はこれを支給しない旨の処分をした。請求人は、審査請求を経て再審査請求を

行ったが、当審査会は、平成○年○月○日付けで、再審査請求を棄却している。 

４ その後、請求人は、平成○年○月○日から出現した歩行困難と上肢の麻痺は、

頚椎捻挫が原因であるとして、その後に受診したＣ病院の療養についても、頚椎
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捻挫が再発したものであるとして、療養補償給付を請求したところ、監督署長は

これを支給しない旨の処分をした。請求人は、審査請求を経て再審査請求を行っ

たが、当審査会は、平成○年○月○日付けで、再審査請求を棄却している。 

５ 請求人は、平成○年○月○日、Ｄ病院に受診し、「神経因性膀胱」の傷病名に

より加療し、同傷病は業務上の事由によるものであるとして療養補償給付を請求

したところ、監督署長はこれを支給しない旨の処分（以下「本件第一処分」とい

う。）をした。 

さらに、請求人は、同年○月○日、Ｅクリニックに受診し、「頚髄損傷、四肢

筋力低下の疑い」により加療し、同傷病は業務上の事由によるものであるとして

療養補償給付を請求したところ、監督署長はこれを支給しない旨の処分（以下「本

件第二処分」という。）をした。 

本件は、請求人が、これらの処分を不服として、各処分の取消しを求める事案

である。 

６ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し各々

審査請求をしたところ、審査官が平成○年○月○日付けでこれらを棄却する旨の

決定をしたことから、更にこれらの決定を不服として順次再審査請求をした。 

当審査会は、これら本件第一処分及び本件第二処分に係る各再審査請求（以下、

「本件第一事件」、「本件第二事件」という。）について、併合して審査を行う

必要があると認め、労働保険審査官及び労働保険審査会法（昭和３１年法律第１

２６号）第５０条において準用する同法第１４条の２の規定により、併合したも

のである。 

第３ 当事者の主張の要旨 

 １ 請求人 

   （略）  

２ 原処分庁 

(略) 

第４ 争  点 

請求人の主張する各疾病が、頚椎捻挫の再発に基づく傷病によるものと認められ

るか。 

第５ 審査資料 

（略） 
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第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

    (略) 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、①神経因性膀胱及び②頚髄損傷、四肢筋力低下の疑い（以下「頚

髄損傷等」という。）は、平成○年○月○日（治癒時）の「頚椎捻挫」（以下

「原傷病」という。）の再発である旨主張しているものと解されることから、

以下に検討する。 

（２）まず、①神経因性膀胱についてみると、Ｆ医師は、平成○年○月○日付け労

災協力医助言・指導記録票において、要旨、「Ｃ病院及びＤ病院における検査

結果を踏まえると、本人の自訴、軽度検査結果に異常がある限り、神経因性膀

胱を疑わざるを得ないが、原傷病との因果関係については否定も肯定もできな

い。」と意見している。 

当審査会としても、請求人の症状経過及び本件第一事件に係る各医師の見解

を精査したところ、Ｆ医師の上記意見は妥当なものであると判断する。そうす

ると、一件記録を精査するも、医学的な因果関係を認める所見が他にない以上、

神経因性膀胱は、原傷病との間に相当因果関係を認めることはできないから、

本件第一事件決定書理由に説示するとおり、原傷病の再発とは認められないも

のと判断する。 

（３）次に、②頚髄損傷等についてみると、一件記録を精査するも、原傷病との医

学的因果関係をうかがうことのできる所見がない上、Ｇ医師は、平成○年○月

○日付け意見書において、要旨、「原傷病の再発などではなく、平成○年○月

○日の症状固定の判断が可とされる。」旨意見しており、同意見について、Ｈ

医師も是認する旨述べている。 

当審査会としても、請求人の具体的な検査所見を踏まえたＧ医師及びＨ医師

の上記各意見を妥当なものと判断する。そうすると、本件第二事件決定書理由

に説示するとおり、頚髄損傷等を原傷病の再発と認めることはできないものと

判断する。 

（４）なお、請求人のその余の主張についても子細に検討したが、上記における判

断を左右するに足る資料は見いだせなかった。 

３ 結  論 
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以上のとおり、本件第一処分及び本件第二処分はいずれも妥当であって、これ

らを取り消すべき理由はないから、請求人の本件再審査請求を棄却することとし

て、主文のとおり裁決する。 

 

 

 

 

 


